










仕 様 書 

 

  本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和 8年１月

改訂（平成２３年１月制定）広島市都市整備局緑化推進部）

により施行すること。 



特 記 仕 様 書 

 

 

１ 本特記仕様書は、安佐南区内街路樹殺虫剤樹幹注入業務（その１）（以下「業務」とい

う。）に適用する。 

 

２ 本業務の施行路線は、別紙のとおりとする。 

 

３ 道路使用許可書(写し)並びに作業週報（本市所定の様式）については、必ず、作業前に

提出すること。なお、未提出での作業を行った場合は、作業中止等の措置を行うことがあ

る。 

 

４ 現場施行時期は、原則として令和８年５月中旬から令和８年５月３０日までとする。 

 

５ 早朝・夜間（８時から１７時までの時間帯以外）や休日（官公庁の休日）に作業する場

合は、事前に業務打合せ簿を提出し、発注者の承諾を得ること。 

  ただし、原則として日曜日・祝日の作業は認めない。 

 

６ 施行にあたっては事前に本市係員の材料検収を受けること。 

 

７ 留意事項 

① 対象樹木の生育状況に応じて、地上 50～100㎝の幹周囲に概ね 10㎝間隔で、直径 10

㎜・角度 45°（下向き）・深さ約 60～70㎜の穴を電動ドリルで削孔する。 

② 穴開け後は速やかに薬液（4ml/穴）を注入する。 

③ 薬液注入後、カットパスター癒合剤相当品で穴をふさぐ。 

 

８ 交通誘導員については、作業時に適正な人員配置を見込んでいるが、交通状況等を十分

把握し必要であれば交通誘導員の増員等の安全対策を行い現場の安全管理を徹底すること。 

 

９ 業務施行中は、必ず、作業中である旨を示す看板を掲げること。また、看板は出来るだ

け、運転車及び歩行者等から見やすい位置に配置すること。 

 

10 報告事項 

（1）受注者は、契約後直ちに、また、必要に応じて標準仕様書で指示する書類を提出する

こと。 

（2）受託者は、業務完了後、速やかに所定の業務実施報告書に施行写真（路線ごとの施行

写真・全ての業務完了後の薬剤の空袋写真）・日誌・各伝票を添えて、本市に提出し、

検査を受けるものとする。 

 

11 本特記仕様書に定められていない事項は、本市と協議のうえこれを定めるものとする。 



安佐南区内街路樹殺虫剤樹幹注入業務（その１）　数量表

30㎝未満
30㎝以上
60㎝未満

伴中央・大塚西地区
中筋沼田線
（広島湯来線）

伴中央四丁目
（寺組橋南交差点）

大塚西四丁目
（佐伯区界） 2 84 205 291 1,890

４区４０９号線
大塚西三丁目

（広域公園北入口交差点）
大塚西三丁目
（権の神歩道橋） 0 5 45 50 404

４区４１４号線
大塚西四丁目

（広域公園南口交差点）
大塚西三丁目
（広域公園橋） 0 0 47 47 409

４区４５２号線
大塚西三丁目

（Ａシティ中央交差点）
大塚西五丁目
（めぞん大塚前） 0 41 24 65 371

４区５１３・５１４号線
大塚西三丁目

（Ａシティ中央交差点）
大塚西六丁目

（けやき通り交差点） 0 126 14 140 656

合計 2 256 335 593 3,730

60㎝以上
～120㎝未満

注入孔数（孔）
計

地区名 路線名 起点 終点

対象樹木数（本）

幹周（ｃｍ）

60㎝未満

  - 1 -  広島市



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安佐南区内街路樹殺虫剤樹幹注入業務（その１） 

伴中央・大塚西地区 

※図面サイズ A－３ → Ａ－４ 

広島自動車道

広島修道大学

広島広域公園


